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１． 目的 

消防法１７条３の３及び消防法施行規則第３１条の４等に定められた技術基準に従い、

消火器、自動火災報知設備、誘導灯、屋内消火栓設備等の設置状態及び動作確認等の点検

を行い、防火安全確保に努めるもの。 

２． 点検実施回数 

（１）機器点検：消防法第１７条３の３の規定による回数（年１回） 

（２）総合点検：消防法第１７条３の３の規定による回数（年１回) 

（３）防火対象物点検：（年１回） 

３． 点検設備内容 

（１）機器点検及び総合点検 

①自動火災報知設備 

②屋内消火栓設備 

③非常放送設備 

④誘導灯設備 

⑤消火器 

⑥防火排煙設備 

⑦自家発電設備 

⑧蓄電池設備 

（２）防火対象物点検 

１階：アリーナ、事務室、シャワー室、倉庫   ３，０７４．２８５㎡ 

２階：アリーナ、トレーニングルーム、会議室  １，２８８．１１６㎡ 

屋上：チャンバーファンルーム           １６０．４９０㎡ 

                        計４，５２２．８９１㎡ 

４． 設備明細 

（１）自動火災報知設備 

①受信機 Ｐ－１ ２０Ｌ   １台 

②定温式スポット型感知器   ３個 

③煙感知器         ８８個 

④発信機           ９個 

⑤電鈴            ９個 

⑥消火栓起動装置       １式 

⑦常用電源          １式 

⑧予備電源          １式 

（２）屋内消火栓設備 

①加圧送水装置        １式 

②操作盤           １台 

③消火栓           ７基 
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④表示盤           １台 

（３）非常放送設備 

  ①増幅器２４０Ｗ       １台 

  ②専用電源          １式 

  ③スピーカー         ２７個 

（４）誘導灯設備 

  ①小型誘導灯         ５台 

  ②中型誘導灯         ９台 

  ③大型誘導灯        １７台 

（５）消火器 

  ①粉末（ＡＢＣ）消火器   ３９本 

（６）防火排煙設備 

  ①煙感知器          １個 

  ②排煙窓           ８枚 

  ③シャッター         １台 

  ④予備電源          １式 

（７）自家発電設備 

  ①ディーゼルエンジン     １式 

  ②交換発電機         １式 

  ③制御盤           １式 

  ④始動装置          １式 

  ⑤燃料タンク配管       １式 

  ⑥非常用（自家用）発電機の模擬負荷試験又は実負荷試験  １式 

（８）蓄電池設備 

  ①交流電源装置        １式 

５． 報告及び書類作成 

（１）機器点検及び総合点検の結果については、消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結

果報告書（別記様式第２）により作成の上、報告するものとする。 

（２）防火対象物点検の結果については、防火対象物点検結果報告書（別記様式第２）によ

り作成の上、報告するものとする。 


